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平成23年５月26日（木曜日）

午前10時１分開会

会議に付託された議案等

○福祉保健行政の推進並びに県立病院事業に関

する調査

○その他報告事項

・「宮崎県地域医療再生計画(拡充分)」（案）に

ついて

・髄膜炎菌による集団感染について

出席委員（８人）

委 員 長 黒 木 正 一

副 委 員 長 重 松 幸次郎

委 員 中 村 幸 一

委 員 井 本 英 雄

委 員 十 屋 幸 平

委 員 清 山 知 憲

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 太 田 清 海

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

病院局

病 院 局 長 甲 斐 景早文

病 院 局 医 監
豊 田 清 一

兼 宮 崎 病 院 長

病 院 局 次 長
佐 藤 健 司

兼 経 営 管 理 課 長

県 立 日 南 病 院 長 長 田 幸 夫

県 立 延 岡 病 院 長 楠 元 志都生

県立宮崎病院事務局長 古 賀 孝 士

県立日南病院事務局長 勢 井 史 人

県立延岡病院事務局長 工 藤 良 長

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

福祉保健部次長
田 原 新 一

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
橋 本 憲次郎

(保健･医療担当)

こども政策局長 村 岡 精 二

部 参 事 兼
阿 南 信 夫

福 祉 保 健 課 長

医 療 薬 務 課 長 緒 方 俊

薬 務 対 策 室 長 岩 﨑 恭 子

国保・援護課長 永 友 啓一郎

長 寿 介 護 課 長 大 野 雅 貴

障 害 福 祉 課 長 野 﨑 邦 男

就 労 支 援 ・
中 西 弘 士

精神保健対策室長

部 参 事 兼
船 木 浩 規

衛 生 管 理 課 長

健 康 増 進 課 長 和 田 陽 市

感染症対策室長 日 高 政 典

こども政策課長 川 野 美奈子

こども家庭課長 古 川 壽 彦

事務局職員出席者

政策調査課主幹 坂 元 修 一

議 事 課 主 査 佐 藤 亮 子

○黒木委員長 ただいまから厚生常任委員会を

開会いたします。

まず、委員席の決定についてでありますが、

現在お座りの仮席のとおり決定してよろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 それでは、異議がないようです
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ので、そのように決定いたします。

次に、本日の委員会の日程についてでありま

す。お手元に配付いたしました日程案のとおり

でよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、委員会の運営方法についてであります

が、執行部入れかえの際は、委員長会議確認事

項のとおり、10分程度の休憩を設けることに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、先般の委員長会議において常任委員会

の審査における執行部の説明について協議がな

されましたので、その協議内容をお知らせしま

す。

これまでは、議案、報告事項等のすべての説

明が終了した後、質疑を行ってきたところです

が、今後は、議案、報告事項、その他の報告事

項、その他に区切ってそれぞれ説明を受けた後

に質疑を行うこととなりました。６月定例会か

らそのように行いたいので、よろしくお願いを

いたします。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前10時２分休憩

午前10時３分再開

○黒木委員長 委員会を再開いたします。

先般の臨時県議会におきまして、私ども８名

が厚生常任委員会委員となったところでありま

す。

私は、このたび、委員長に選任されました東

臼杵郡選出の黒木正一であります。一言ごあい

さつを申し上げます。

病院局といたしましては、県立病院の改革、

医師の確保などに努められておるわけでありま

すけれども、さらに県民の医療体制の前進につ

ながるよう、委員会としても一緒になって取り

組んでまいらなければならないと考えておりま

すので、一年間よろしくお願いいたします。

次に、委員の皆様を紹介いたします。

まず、私の隣が、宮崎市選出の重松副委員長

であります。

次に、向かって左側ですが、都城市選出の中

村委員であります。

宮崎市選出の清山委員であります。

日向市選出の十屋委員であります。

続きまして、向かって右側ですが、延岡市選

出の井本委員であります。

都城市選出の徳重委員であります。

延岡市選出の太田委員であります。

次に、書記の紹介をいたします。正書記の佐

藤主査であります。

副書記の坂元主幹であります。

次に、病院局長のごあいさつ、幹部職員の紹

介並びに所管業務の概要説明等をお願いいたし

ます。

○甲斐病院局長 おはようございます。病院局

長の甲斐景早文でございます。一言ごあいさつ

を申し上げます。

黒木委員長を初め、委員の皆様におかれまし

ては、厚生常任委員会委員に御就任をいただき

まして、まことにありがとうございます。

御承知のとおり、病院事業を取り巻く環境は

依然として大変厳しい状況でございますが、県

立病院が、今後とも、全県レベルあるいは地域

の中核病院としてその使命と役割を果たしてい
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くためには、安全で安心していただける医療の

提供とともに、経営改革が喫緊の課題となって

おります。このような中で、平成18年度から地

方公営企業法の規定の全部を適用いたしまして、

より企業性を発揮し、自立的な事業運営が可能

となる経営体制を導入するとともに、宮崎県病

院事業中期経営計画を策定し、経営改善や良質

な医療の提供に向けた具体的な取り組みを進め

てきているところでございます。

この計画も、本年３月までの期間となってお

りましたので、新たに今年度から３年間の運営

目標と具体的な取り組みを定めた第２期の中期

経営計画を策定したところでございます。病院

局といたしましては、新たに掲げたこの目標の

達成におきまして、職員一同、一丸となって取

り組んでまいりますので、委員の皆様には御指

導、御支援を賜りますようによろしくお願い申

し上げます。

それでは、座って説明させていただきます。

お手元の常任委員会資料の１ページによりま

して、病院局の幹部職員を紹介させていただき

ます。

まず、１ページの表の上から２段目でござい

ますが、県立病院における医療提供体制の充実

と医師確保対策の強化を図るため設置いたして

おります病院局医監の豊田清一でございます。

次に、病院局次長の佐藤健司でございます。

その下の４番目の表の左側でございますが、

経営管理課長は佐藤次長が兼務をいたしており

ます。

次に、一番下の表の左側から順に紹介させて

いただきますが、まず、県立宮崎病院長は豊田

医監が兼務をいたしております。

県立日南病院長の長田幸夫でございます。

県立延岡病院長の楠元志都生でございます。

その表の右側でございます。

県立宮崎病院事務局長の古賀孝士でございま

す。

県立日南病院事務局長の勢井史人でございま

す。

県立延岡病院事務局長の工藤良長でございま

す。

恐れ入りますが、その上の表にお戻りいただ

きまして、右のほうをごらんいただきたいと思

いますが、経営管理課総括課長補佐の田中浩輔

でございます。

業務担当課長補佐の久保昌広でございます。

最後になりますが、議会担当であります経営

管理課管理担当主幹の永田耕嗣でございます。

以上であります。よろしくお願いいたします。

続きまして、２ページをごらんください。病

院局の組織の概要でございます。病院局は、本

庁に経営管理課を置きまして、県立宮崎病院、

日南病院、延岡病院の１課３県立病院で構成を

しております。経営管理課は、３県立病院の予

算、決算、運営等の全般につきまして所管する

こととしております。

次に、３の経営管理課の業務概要、次の４ペ

ージ、各県立病院の概況にかけましては、それ

ぞれ、経営管理課の業務概要及び県立病院の概

況を記載しておりますので、後ほどごらんいた

だければと存じます。

また、大変申しわけございませんけれども、

訂正をお願いしたいと思います。４ページでご

ざいますが、この表で、中ほど４のところに診

療科目というのがございます。共通科目という

ことでそれぞれ羅列しておりますが、精神科と

病理診断科の間でございますが、臨床検査科が

欠落しておりましたので、臨床検査科の追加を

お願いさせていただきたいと存じます。これに
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伴いまして、その下、診療科目の数でございま

すが、宮崎病院と延岡病院が20科となっており

ますが、これがそれぞれ21科に、日南病院の18

科が19科になりますので、訂正をあわせてお願

いしたいと存じます。大変申しわけございませ

んでした。おわび申し上げます。

次に、５ページをごらんください。県立病院

改革についてであります。

現在取り組んでおります県立病院改革は、１

の経営形態についてに記載しておりますように、

平成17年６月に決定いたしました「宮崎県立病

院の今後のあり方について」の方針に沿って進

めているところでございます。この方針に基づ

き、平成18年４月から、地方公営企業法の全部

を適用し、病院局を設置するとともに、21年度

には、県立病院が今後とも本県医療の確保・向

上に寄与していくためにふさわしい経営形態に

ついて、県民の皆様のお声も聞きながら検討を

行ったところでございます。また、県議会の皆

様からも、県立病院の高度医療の提供という使

命を果たすことを第一に取り組むように御要望

もいただいております。その結果、現行の経営

形態を継続することといたしまして、平成22年

度から24年度までの３年間、さらに経営改革に

取り組み、25年度に再度、経営形態の見直しを

行うこととしたところでございます。

また、病院局では、２の（１）の第１期計画

に記載しておりますように、平成18年８月に、

計画の最終年度であります22年度には、３病院

すべてにおいて単年度での黒字化を目標とする

ことを定めておりました中期経営計画を策定し

まして、さまざまな経営改善や良質な医療の提

供に取り組んでまいったところであります。

これまでの収支状況の内容につきまして、参

考に表として資料に掲載しておりますが、計画

策定時には想定をしておりませんでした全国的

な医師不足の問題等から、最終年度である22年

度において、単年度黒字化の目標達成というも

のは厳しい状況にございますが、赤字額はこの

５年間で最も圧縮できる見込みになっていると

ころでございます。

この計画は本年３月までの期間としておりま

したので、新たに平成23年２月に、県立病院を

取り巻く諸課題に的確に対応し、経営改善を図

るための運営目標等を定めた第２期の経営計画

を策定したところでございます。

この第２期計画は、（２）に記載しております

ように、今年度から25年度までの３年間を計画

期間といたしまして、資料の６ページにありま

すように、③基本方針に書いておりますが、１

つは、県民（患者）にとって「魅力ある病院」

づくりの推進、２つ目には、職員が一丸となっ

た病院改革の推進、３つ目に経営改善のさらな

る推進、この３つの柱を基本方針にいたしまし

て、最終年度であります25年度には、病院事業

全体での収支均衡を目指すこととしております。

今後とも、この計画の着実な推進を図ることに

よりまして、経営の健全化を図り、高度で良質

な医療の提供が効果的・安定的に行えるように

努力してまいりたいと存じます。

次に、資料の７ページをごらんください。平

成23年度県立病院事業会計当初予算の概要につ

いてでございます。

まず、予算編成の基本方針についてでござい

ますが、（１）にありますように、年度内に発生

すると予想されるすべての収益及び費用につい

て計上したところであります。そして、収益の

計上に当たりましては、診療報酬の改定や施設

基準の取得等を踏まえた収益目標を設定すると

ともに、費用の計上に当たっては、徹底した費
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用削減を前提とした予算としたところでありま

す。また、医師確保を初めといたしまして、将

来を見据えた収益向上の取り組みを実施するな

ど、基本的な考え方としての予算編成を行った

ところであります。

次に、２の重点目標についてでありますが、

医師・看護師等の確保を図るため、医療現場に

おける勤務環境の改善や病院説明会参加、受験

機会の拡大、さらには医療器械の積極的な購入

などを行うことといたしております。

３の事業の主な内容でございますが、まず、

医師・看護師等の確保対策として１億1,198

万8,000円を計上したところであります。その内

訳として、まず、病児等保育実施事業の9,082

万4,000円でありますが、昨年10月から宮崎病院

において実施しております。23年度も宮崎病院

において継続実施いたしますとともに、延岡病

院においても新たに試行実施することといたし

ております。

次に、２つ目の研修医確保事業の1,916万4,000

円でありますが、これは臨床研修医の確保のた

め、病院合同説明会への参加や医学生向けバス

ツアー等を実施し、積極的にＰＲ活動を行うも

のであります。また、３つ目のＵターン看護師

確保事業200万円でありますが、首都圏の先進病

院等において勤務経験を持つ本県出身の看護師

を確保するために、経験看護師の選考試験をこ

れまでの宮崎会場に加えまして、東京会場にお

いても実施するものであります。

次に、（２）のその他でございます。まず、医

療器械購入費の８億4,375万7,000円につきまし

ては、医療の質の向上及び収益確保の観点から、

必要な医療機器の積極的な投入を進めるため、

対前年度に比べまして約３億円の増額を行った

ところであります。

次に、８ページをごらんいただきたいと思い

ます。枠囲みの下でございますが、総額で収益

としまして270億5,896万4,000円、前年度に比べ

まして４億7,485万5,000円、率にして1.8％の増

を見込んでおります。

この収益の主な内容でございますが、まず、

入院収益につきましては、患者数は22年度の状

況等から3.4％の減を見込んでおりますが、診療

報酬の改定の影響や紹介による重篤患者の受け

入れにより、診療単価を５万1,219円と、前年度

に比べまして3,216円、6.7％の増を見込んだと

ころであります。外来収益につきましては、患

者数を4.2％の減少を見込んだ一方で、診療単価

の増によりまして、収益は前年度に比べて１％

の増を見込んでおります。

次に、一般会計からの繰入金でございます

が、39億1,475万3,000円で、前年度に比べます

と２億3,990万2,000円、率にして5.8％の減とい

うふうになっております。この一般会計繰入金

につきましては、入院・外来収益の向上と費用

削減の努力を継続することによりまして収支改

善を進めながら、高度で良質な医療の提供を行

うために必要でありまして、後ほど御説明いた

します資本的収支分の繰入金が11億3,7 2 7

万8,000円ありますので、これを合わせますと、

総額で50億5,203万1,000円の繰り出しをお願い

しているところであります。

次に、９ページをごらんください。（２）の費

用でございますが、総額で275億1,566万5,000円

となっておりまして、前年度に比べまして9,311

万1,000円、率にして0.3％の微増となったとこ

ろであります。

まず、給与費につきましては、給与改定の影

響等により、前年度と比べて２億745万2,000円、

1.5％の減となっております。次に、材料費につ
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きましては、後発医薬品の採用率向上並びに診

療材料調達業務委託による費用削減を進める一

方で、高度医療の推進に資する新薬の購入等を

行うため、前年度に比べまして２億6,251万1,000

円、3.9％の増を見込んでおります。経費につき

ましては、延岡病院での病児等保育の試行の実

施や３病院における病棟クラークの設置等のた

めに、前年度に比べまして３億3,241万2,000円、

9.2％の増となっております。また、支払い利息

でございますが、企業債残高の減少により、前

年度に比べまして5,084万9,000円、６％の減と

なっております。

以上の結果、（３）の収支につきましては、４

億5,670万1,000円の赤字を見込んだところであ

りますが、これは前年度の予算と比べますと３

億8,174万4,000円の改善となっております。

次に、10ページをごらんください。施設整備

等に要する費用とその財源をあらわします資本

的収支でございますが、（１）の収入につきまし

ては、前年度と比較して14.8％増の22億7,060

万3,000円を計上いたしております。その内容は、

企業債及び一般会計負担金並びに富養園跡地の

一部売却に係る固定資産売却代金でございます。

次に、（２）の支出につきましては、42億811

万9,000円を計上いたしております。このうち、

建設改良費につきましては、医療の質の向上及

び収益確保の観点から、必要な医療器械の積極

的な投入を進めることとし、対前年度に比べま

して約３億円の増額を行ったほか、次期電子カ

ルテシステムの開発に係る開発費や企業債の元

金償還金等を計上したところであります。

次に、11ページをごらんください。県立病院

における医師確保の状況についてでございます。

まず、１の医師数の推移でございますが、過

去10年間の４月１日現在で比較しますと、平成17

年度までは150名台で推移しておりましたが、平

成18年度以降、全体の総数は増加してきており

まして、今年度は過去最高の175名となったとこ

ろであります。

次に、２の医師数の現状でございますが、平

成23年４月１日現在の病院、診療科別の状況を

掲載しております。延岡病院につきましては、

内科の中でも消化器系の内科、精神科、神経内

科及び眼科において、医師不在のために現在休

診を余儀なくされているところであります。日

南病院につきましては、精神科、神経内科及び

皮膚科が休診となっているところであります。

この県立病院の医師確保につきましては、全

国的な医師不足の中で非常に厳しい状況が続い

ておりますが、県民の皆さんへの医療サービス

確保の観点から、また、先ほど御説明いたしま

した第２期の中期経営計画の着実な推進のため

にも、喫緊かつ最重要の課題と認識をいたして

おります。今後とも、各病院長ともども、宮崎

大学を初め、各大学医局に医師派遣を繰り返し

強力に要請しますとともに、本県出身の医師や

臨床研修医への個別の働きかけを行うなど、医

師確保に向けて全力で取り組んでまいりたいと

考えております。

最後になりますが、県立病院事業は大変厳し

い状況が続いております。今後とも、経営の健

全化と高度で良質な医療の提供が安定的に行え

るように、職員一丸となって取り組んでまいり

たいと存じます。委員の皆様の御指導、御支援

を改めてお願い申し上げる次第でございます。

以上でございます。

○黒木委員長 執行部の説明が終わりましたが、

質疑はありませんか。

○井本委員 基本的なことをお聞きしたいんで

すが、公営企業法適用は18年から始めたんです
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ね。あのときも我々もごたごたしていましたけ

れども、公営企業法を適用することによって自

立せにゃいかんということだったわけですが、

自立せにゃいかんのだけれども、どうしても公

的な病院ということで県民の要請にもこたえ

にゃいかんと。そういう意味では、あらゆる診

療科目を全部整えないといかんという要請と自

立せにゃいかんという要請、こういうことでな

かなかその辺が悩ましいところじゃないのかな

という気がするんですが－延岡病院なんかも

３科がずっと閉鎖したままということであるわ

けですけれども、自立せにゃいかんということ

になると、その辺の科目を閉鎖せにゃいかん場

合というのはどうしても出てくるということに

なるんでしょうかね、その辺はどうですか。

○甲斐病院局長 県立病院というのが、本県の

全体の医療の状況を勘案しましたときに、全県

的な基幹病院という位置づけと、あるいはそれ

ぞれ県北、県南、県央における中核病院として

の位置づけということになっております。救急

医療を初めといたしまして、県民の皆さんが安

心して暮らしていただけるためには、総合的な

といいますか、採算性を度外視した形での医療

の確保がどうしても必要になってまいります。

そういたしますと、まずは県民の皆さんが安心

して暮らしていただけるための医療の充実とい

いますか、医療体系をどうしていくかというの

がまずあるのかなと思っております。そういう

意味では、不採算医療にも対応できる、あるい

は政策医療ですね、感染症とか、開業医の皆さ

んでは対応できない診療といいますか、特に重

篤患者さんに対するチーム医療とかいろいろ

やっておりますが、そういったものを考えたと

きに、総合病院としての機能というのをやはり

備えなければ、いざというときの対応ができな

いのかなと思っております。そういうことから

しますと、今後とも、基幹病院、中核病院とし

ての使命といいますか、役割を果たすという意

味では、総合病院としての機能を備えながら取

り組んでいくということ。もう一方では、今、50

億円余の繰り入れをいただいておりますので、

こういう非常に厳しい状況ですから、経営改善

をしながら、繰り入れの額というものを少しで

も見直しをしながら取り組む以外にないという

思いで今、取り組んでいるところです。

○井本委員 今、繰り入れということを言われ

たけれども、実際、自立せにゃいかんというこ

とからすれば、赤字が出たときはどこからか補

てんせにゃしようがないんだけれども、県あた

りが補てんするということはやめようじゃない

かということで最初出発したはずなんです。し

かし、自立するというのと、今言った、県民の

あらゆる病気に対応しようと、採算を度外視し

たものをやらにゃいかんということ、この兼ね

合いが非常に難しいんじゃないのかと私は常々

思うんだけれども、もし、県病院がどうしても

自立できないとなったときにはどうなるわけで

すか。最終的にはやっぱり県のほうからお金を

持ってこにゃいかんということになるわけです

か。

○甲斐病院局長 経営状況が非常に厳しいとい

うことで抱えられなくなった場合ということに

なりますけど、やはり医療につきましても政策

の一つですから、最終的には負担をしていただ

くのも県民の皆さんだし、サービス提供を受け

るのも県民の皆さんです。そういう意味では、

最終的には設置者が判断することでありますが、

そのためのいろいろな御意見はそれぞれ聞いて

いくことになると思っています。

ただ、私としては、本県の特に繰入金の制度
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というのは、病院事業が赤字だから繰り入れを

してもらっている、黒字になったらなくなると

か、そういうものではないと思っております。

もともとの繰入金制度といいますのは前の自治

省時代からずっとあります。総務省のほうで繰

り入れ基準というのを持っております。これは

定性的なものでございますが、そういう基準と

いうのを持っておりまして、それに基づいて算

定をしてもらっている。不採算医療とか政策医

療に対して、その基準に基づいて繰り入れをも

らっているというような状況でございまして、

大半は診療収入によっているわけでございます。

じゃ、具体的に、繰り入れを全くゼロという

ことでいった場合に、県病院として収益の上が

る医療だけやればいいのかということになりま

すと、それはいかがなものかなと思っておりま

す。どうしても繰り入れができないというので

あれば、繰り入れをやらないで、ある程度収益

の上がるものを中心にやればいいということに

なりますと、少なくともそれは県立病院として

の使命といいますか、そういったものを果たさ

ないということになるんではないかと思ってい

ます。そういう意味では、今までそういう繰り

入れのことについて明快に申してきておりませ

んでしたけど、そのあたりは、これからますま

す県民の皆さんに対しても、そういう機能を発

揮しているものだということを明確に申し上げ

ながら取り組んでいこうと思っています。

それと、ちょっと話が長くなりますが、かつ

て経営形態につきましては、総務省のほうでも

４つの経営形態がありますよということで、実

は検討してまいりましたけれども、県民の皆さ

んの意見というのが、安心して生活をしていく

ためには、やはり何としても県立病院として運

営してほしいという声がすべてでございました。

そういったものも踏まえながら、しかしながら、

繰り入れにつきましては、経営健全化をしなが

ら少しでも少なくしていこうと思っております。

かつて一番多いころは70億円の繰り入れがあっ

たんですが、今はそれからしますと20億円少な

くなっておりますし、平成17年度に31億円近く

の赤字がありましたが、今それが22年度の見込

みでは６億円前後にまでなってきているという

ことでありますから、こういったところを十分

経営と医療といいますか、両立させるような形

で、県民の皆さんが安心して暮らせるような医

療の充実をやっていく必要があるんじゃないか

というふうに、私、個人的には考えているとこ

ろでございます。

○井本委員 本当に御苦労さんです。大変です

ね。それで、医師確保というのが一番問題なん

でしょうが、７ページに書いてありますが、こ

れは宮崎県独自の案なんでしょうけど、私は、

他県を見たことがないんです、他県がどういう

政策をやっているのか。少ない医師をお互いに

引っ張り合いするわけです。とりっこするわけ

ですから、他県に負けちゃいかんような魅力あ

る事業じゃないと私はやっぱり来んじゃろうと

いう気がするんですね。その辺の他県との差別

というか区別というか、それはどういうところ

にあるんですか。

○甲斐病院局長 先生方を招聘する場合に、い

かに先生方に病院においでいただいて、おいで

いただいたからにはできるだけ長く定着してい

ただけるかということがまず大事だろうと。い

ろいろな場面でいろいろなお話を伺います。こ

れはいろいろ差しさわりがありますから、一般

的なお話になりますけれども、一つには、まず、

スタッフが勤務しやすい環境であるかどうかと

いうことであると。勤務しやすい環境というの
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は、特に本県の場合、県内においても医師の偏

在とかありました。特に県北、県南においては

コンビニ受診等も多かったということで、それ

が結局スタッフの疲弊につながっていったとい

うこともありますので、そういった面でそれぞ

れの開業医の皆さんと２次・３次医療との機能

分担、役割分担をしながらやっていくというこ

とをまず第一にこれまで取り組んできました。

そういう勤務環境の改善、それからもう一つは

待遇の改善、そういったことを踏まえ、非常に

幅広い視点から取り組んでまいっております。

そういう意味では、この医師不足というのも、

全国的な偏在とか、あるいは診療科による偏在

がございます。特に神経内科あたりは本県にほ

とんどいらっしゃらないような状況でございま

して、実は全国からいろいろ情報をとりながら

やっておりますけど、なかなかかなわないよう

な状況にあると。そういうのを踏まえながら、

対応を見ますと、各県ともあまり変わっている

部分はないのかなと。こういうようなものもやっ

ておりますけれども、なかなか決め手を欠くと

いうのが現状でございます。

○黒木委員長 ほかに質疑はありませんか。

○清山委員 すみません、時間に限りがあるの

で、要点だけお答えいただきたいんですけれど

も、２～３点質問があって、１つ目は、当初予

算の概要の基本方針の３番目に、医師確保を初

め、将来を見据えた収益向上の取り組みを実施

するとありますけれども、医師確保がイコール

収益向上につながるという今までの実績からの

御認識でよろしいでしょうか。

○佐藤病院局次長 医師を確保するのも収益を

確保する一つの手段だというふうに考えており

ます。

○清山委員 ありがとうございます。２つ目に、

先ほど局長がおっしゃられたように、医師確保

は最重要課題という認識で、県民皆様が現在の

経営形態を望まれたように、やはり経営改善は

大事で、今までの職員の方々の取り組みは大変

すばらしいものがあると思うんですけれども、

何よりも政策医療を担うからこそ公的病院で継

続し続けるわけで、やはり医師確保を中心とし

た、今後、県立延岡・日南での公的医療の提供

というのは最大のミッションであり、経営指標

の改善も大事なんですけれども、そちらをやは

り最重点で、まずはこのミッションを果たせる

ように取り組んでいただきたいなと思うんです

けれども、経営に関してはいろんな数字が並ん

でいて、大変目標や効果がわかりやすいんです

が、医師確保の具体的な明確な目標設定とそれ

に向けたロードマップの策定の戦略等、設定さ

れているのでしょうか、その点をお伺いしたい

と思います。

○甲斐病院局長 特に医師確保につきましては、

資料の11ページをごらんいただきたいと思って

おります。23年度現在、175名になっております

が、実は病院局が設置されます前年度の17年度

に、それまでは163名の定数を持っておりました

が、このときに、まず、30名医師をふやそうと

いうこと。その大きなねらいというのは、１つ

には、さらなる診療体制の充実を図るというこ

とと、２つ目には、そうすることが経営改善の

推進にもつながりますということで、30名ほど

ふやしていこうという目標を掲げてずっとこれ

まで進んできたところです。それまでは150名台

で推移していたんですが、病院局発足後165名台

になって、今年度が最高に向けてということで

す。

それと同時に、病院ごとの定数を、宮崎病院

を86名、延岡病院につきましては66名、日南病
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院につきましては41名、合計193名、この目標数

字を持って現在取り組んでいるというような状

況にございます。この193というのは、その当時

のそれぞれの地域の医療事情ですとか、患者さ

んの動向とか、全体を考慮して決めたものでご

ざいます。そういう意味では、宮崎病院にあっ

てはようやく今年度に数の上では充足できまし

た。しかしながら、２番目の表にありますよう

に、救命救急科をできたら２名ないし３名ぐら

いはやはり必要だと思っておりますが、まだこ

れが配置されていない。今、院長ともどもこの

確保に向けてやっているところです。だから、

これは30名の中で、特に病院ごとの診療科の数

というのは、それぞれ病院の実情に応じて、患

者さんの動向等踏まえ、あるいはそれぞれの域

内の医療事情を考えながら柔軟に対応しており

ますから、今のまだ充足されていない中で柔軟

に対応していこうと、こういうような状況にご

ざいます。そういう意味では、今、延岡病院が

非常に厳しい状況にある。特に延岡を重点的に

やっていく必要があるというふうに考えており

ます。以上でございます。

○清山委員 平成17年度にそういう目標を設定

して、６年たってまだ20名弱目標に及ばないん

ですけれども、これは大体いつごろまでに達成

したいというような目標を掲げておられるんで

しょうか。そして、それに対してもうちょっと

具体的な戦略や、こういったことで医師を確保

していくというような計画は、ここに書いてあ

る以上にあるんでしょうか。

○甲斐病院局長 医師確保の目標といいますか、

これは、でき得るならばこの第１期の中期経営

計画までの中で達成したいという思いはありま

したけれども、実は平成16年度からですか－

清山委員、既に一番お詳しいわけですが－臨

床研修医制度が開始をされました。このように

まで地域間の偏在というのがあるという思いも

なかったものですから、これがなかなかうまく

いっていないというのが状況でございまして、

そういったものを念頭に置きながら、少しでも

早くこれが達成できるように取り組んでいきた

いという思いであります。特に本県の場合は専

門医を必要としております。２次・３次の医療

を担っておりますから。そういう意味では、技

量もさることながら、チーム医療にふさわしい

人間性といいますか、そういったものも必要な

ものでございますから、基本的には医局の人事

を重視しておりまして、それが今後も一番確実

かなと思っています。いろいろ皆様方の御意見

の中には、もう医局に頼る時代ではなくなった

という御意見もございますけれども、本県の場

合は、今、診療科で医師がいないところ、ある

いは２～３の医局を除きますと、基本的にはそ

れぞれこれまで医局の人事でやってきておりま

すから、そういったものを中心にしながら、先

ほど申し上げましたようなことに取り組んでい

きたいというふうに考えております。

○清山委員 最後になりますけれども、もちろ

ん医局やら関係各署と協調してやっていくのは

大前提であります。その関係を壊してまでどう

こうするというのはもちろんありませんけれど

も、先ほど井本委員からの質問にもあったよう

に、他県と比べてどういうところに秀でた取り

組みがあるのかというところで、宮崎県は現在、

若手医師の割合やら研修医の数というのが全国

最低レベルにあるというのは、客観的な事実と

して私も認識しているんですけれども、とにか

く若手の医師を確保することが、将来に向けた

すそ野を広げていき、専門医を育てていくと私

は考えているんです。７ページを見ても、研修



- 11 -

医確保事業は主にＰＲ活動ということがござい

ましたけれども、ぜひ、研修医の枠ですね、毎

年度の研修医枠、できればフルに埋まるほどの

研修事業の強化、そうしたものをぜひ取り組ん

でいただきたいなと。もちろん現場の医療機関

にむちを打つというわけではなくて、病院局、

また県として、現場も助かるような研修事業の

強化・サポートにぜひとも取り組んでいただき

たいと。そして、できるだけ早くというあいま

いな目標よりも、具体的な目標をどんどん設定

していって、毎年度厳格に見詰め直していただ

きたいと考えております。

○豊田医監兼宮崎病院長 今の清山委員のお話

なんですが、確かにおっしゃいますように、今、

宮崎は勤務医だけじゃなくていろんなドクタ

ー、30代、35前後のドクターが非常に少なくなっ

ているんです。ですから、その年代を確保する

には、おっしゃいましたように研修医をふやす。

それから、その次のレジデント－といいます

か後期研修医と表現していいかどうかわかりま

せんが－をふやす。それから、そういう人た

ちを確保して、県病院も大事ですけど、大学の

ほうにも入局を勧めると。どんどん勧めていく

ということが大事だと思います。研修医確保に

つきましては、大阪とか福岡とか民間のいろん

な説明会がございますので、そちらのほうに３

県病院と病院局で参加して、今年度はかなり充

実したポスターとか持っていきまして説明をし

ております。それから、各大学には研修管理委

員長と事務局の担当が、現在いる研修医を一緒

に連れていきましていろんな説明をして確保に

努めているところです。おっしゃいますように、

宮崎の医療を支えるには、今、30代のドクター

をふやさないと、５年先、10年先、20年先が非

常に心配な状況であるのは確かなんです。それ

に向かって、おっしゃいますように我々も努力

していきたいと思っております。

○清山委員 最後に、とにかく県としてそれぞ

れの病院への研修事業への強化ですね、ＰＲの

お話を病院長がされましたけれども、研修事業

の強化・サポートにさまざまな戦略を用いて、

知恵を絞って、工夫を凝らして、何とぞ取り組

んでいただきたいと思います。以上です。

○黒木委員長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 質疑もないようですので、それ

では、以上をもって病院局を終わります。執行

部の皆様には御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時47分休憩

午前10時50分再開

○黒木委員長 委員会を再開いたします。

先般の臨時県議会におきまして、私ども８名

が厚生常任委員会委員となったところでありま

す。

私は、このたび、委員長に選任されました東

臼杵郡選出の黒木正一と申します。少子高齢化

がだんだんと進むということが予想されており

まして、当然、社会保障費も増大するというこ

とが予想されております。そういう中で、県民

に非常にかかわりのある所管でありますこの部

にとりましては、一緒になって県民福祉の向上

に取り組んでいかなければならないというふう

に考えておりますので、ひとつ執行部の皆さん

の御協力をよろしくお願いいたします。

次に、委員の紹介をいたします。

まず、私の隣が、宮崎市選出の重松副委員長

であります。

次に、向かって左側ですが、都城市選出の中
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村委員です。

宮崎市選出の清山委員です。

日向市選出の十屋委員です。

続きまして、向かって右側ですが、延岡市選

出の井本委員です。

都城市選出の徳重委員です。

延岡市選出の太田委員です。

次に、書記の紹介をいたします。正書記の佐

藤主査であります。

副書記の坂元主幹であります。

次に、福祉保健部長のごあいさつ、幹部職員

の紹介並びに所管業務の概要説明等をお願いい

たします。

○土持福祉保健部長 皆さんおはようございま

す。この４月の人事異動で福祉保健部長を拝命

いたしました土持正弘でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

委員の皆様方には、このたび、この厚生常任

委員会の委員に御就任をいただきまして、まこ

とにありがとうございます。もう御承知のとお

り、本格的な少子高齢化、人口減少時代という

中にございまして、県民の皆さんが安全・安心

で心豊かに生活を送るためには、私どもが所管

しております医療提供体制とか福祉サービスの

充実した社会、これを実現していくことが何よ

りも重要ではないかというふうに考えておりま

す。一方で、国、地方を通じまして大変厳しい

財政状況にありますけれども、県民の皆さんと

の連携・協働といったことにつきましても、十

分考慮しながら、福祉保健行政の課題に誠心誠

意対応いたしまして、その社会の実現に向けま

して精いっぱい頑張ってまいる所存でございま

すので、皆様方の御指導、御鞭撻を賜りますよ

うによろしくお願いいたします。

それでは、座りまして説明させていただきま

す。

お手元の常任委員会資料１ページをお開きい

ただきたいと思います。福祉保健部の幹部職員

を御紹介させていただきます。

まず、福祉担当次長の田原新一でございます。

保健・医療担当次長の橋本憲次郎でございま

す。

こども政策局長の村岡精二でございます。

部参事兼保健福祉課長の阿南信夫でございま

す。

医療薬務課長の緒方俊でございます。

薬務対策室長の岩﨑恭子でございます。

国保・援護課長の永友啓一郎でございます。

長寿介護課長の大野雅貴でございます。

障害福祉課長の野﨑邦男でございます。

就労支援・精神保健対策室長の中西弘士でご

ざいます。

部参事兼衛生管理課長の船木浩規でございま

す。

健康増進課長の和田陽市でございます。

感染症対策室長の日高政典でございます。

こども政策局こども政策課長の川野美奈子で

ございます。

同じく、こども家庭課長の古川壽彦でござい

ます。

最後に、議会を担当いたします、名簿の課長

補佐欄に記載しておりますけれども、福祉保健

課企画調整担当の主幹の丸山裕太郎でございま

す。

名簿には課長補佐以上を記載しておりますけ

れども、紹介は省略をさせていただきます。

以上でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。

それでは、業務概要の説明に入ります前に、

３点ほど御報告をさせていただきます。
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まず、資料は用意しておりませんけれども、

東日本大震災の被災地への支援についてでござ

います。県では、震災直後に支援対応チームを

設置いたしまして、関係部局が連携しながらそ

の対応に当たっているところでございます。福

祉保健部では、このチームにおいて、義援物資

の受け入れ発送等に職員が従事しておりますほ

か、国、それから被災自治体等の要請を受けま

して、これまで、被災者の健康相談活動、心の

ケア、放射線被曝量の測定及び避難所の設営支

援などに、医師や保健師等延べ73人の職員を、

１人平均１週間程度被災地へ派遣いたしており

ます。福祉保健部といたしましては、大変厳し

い職員体制の状況でございますけれども、口蹄

疫等への全国からの温かい御支援に対する感謝

の思いをあらわします「みやざき感謝プロジェ

クト」の一つといたしまして、今後ともできる

限りの支援に努めてまいる所存でございます。

次に、２点目でございますが、お手元の厚生

常任委員会資料の左側目次に記載しております

けれども、報告事項といたしまして、「『宮崎県

地域医療再生計画（拡充分）』案について」でご

ざいます。

宮崎県地域医療再生計画につきましては、地

域医療における課題の解決を図りますため、県

北部及び都城北諸県の医療圏を対象にいたしま

して、平成22年度から25年度までの４年間の計

画として策定をいたしております。国からの交

付金50億円によりまして、宮崎大学医学部での

地域医療学講座の開設など、各種事業を現在実

施しているところでございますけれども、昨年

度、国の補正予算で、この交付金の拡充分とい

たしまして、全国枠で2,100億円が新たに措置さ

れましたので、その配分を受けるための計画を

策定いたしまして国に申請することとしており

ます。計画案の概要につきましては、後ほど医

療薬務課長から説明させますので、よろしくお

願いいたします。

次に、３点目でございますけれども、小林西

高等学校で発生いたしました髄膜炎菌による集

団感染につきましては、関係者８名に感染が確

認をされまして、現段階では一応の終息を見て

いるところでございますけれども、県といたし

ましては、引き続き、経過等の観察を行ってい

るところでございます。詳細につきましては、

本日、大変恐縮ですけれども、別紙で配付をい

たしております資料に基づきまして、後ほど感

染症対策室長から説明させますので、よろしく

お願いいたします。

それでは、福祉保健部の所管業務の概要等に

つきまして御説明を申し上げます。

資料の３ページをお開きいただきたいと思い

ます。福祉保健部の組織体制は、一番下の米印

のところに書いておりますけれども、本庁が１

局９課３室、出先機関が31所属でございまして、

職員は、記載しておりませんけれども、762名と

なっております。

続きまして、４ページをお開きいただきたい

と思います。今年度の部の組織改正の概要につ

いてでございます。福祉保健部は、本庁で３件、

出先機関で１件、計４件の改正を実施いたしま

した。

まず、本庁関係でございますけれども、（１）

にありますように、新型インフルエンザを初め

とする感染症対策に機動的に対応するため、健

康増進課内に感染症対策室を設置いたしたとこ

ろでございます。また、（２）にありますように、

がん対策などの健康増進分野、それから周産期

医療などの母子保健分野、さらに歯科保健分野

の充実・強化を図りますために、健康増進課の
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生涯健康担当を、健康づくり担当及び母子・歯

科保健担当に再編いたしまして、体制を強化し

たところでございます。さらに、（３）にありま

すように、喫緊の課題であります医師確保対策

を推進し、地域医療体制の維持・確保を図りま

すために、医療薬務課に医師確保担当を設置し

たところでございます。

右側５ページをごらんください。次に、出先

機関でございますけれども、（１）にありますよ

うに、児童虐待に関する相談の増加や、相談事

例の複雑化・困難化に的確に対応し、相談支援

体制の強化を図りますために、中央、都城、延

岡の各児童相談所の相談指導担当を２担当制に

いたしまして、体制を強化したところでござい

ます。

７ページをお開きいただきたいと思います。

本庁各課及び出先機関の業務概要についてでご

ざいますけれども、このページから23ページに

かけまして課ごとに記載をいたしておりますの

で、後ほどごらんいただければと存じます。

次に、25ページをごらんいただきたいと思い

ます。今年度の福祉保健部の予算等の概要につ

いて御説明をいたします。

まず、平成23年度福祉保健部の当初予算につ

いてでございます。今年度の県の当初予算につ

きましては、御承知のとおり、骨格予算として

編成しており、一般会計の予算規模は5,236

億6,300万円でございまして、前年度の当初予算

額に対しまして9.3％の減となっております。福

祉保健部の予算でございますが、一般会計で915

億2,967万2,000円で、同じく前年度の当初予算

額に対しまして1.8％の増ということになってお

ります。福祉保健部の予算につきましては、大

変厳しい財政状況が続く中で、平成23年度当初

予算の編成方針、これに基づき、すべての事務

事業につきまして徹底した見直しを行ったとこ

ろでございますけれども、後期高齢者医療費負

担金とか介護保険財政支援など、義務的経費が

増大をいたしておりますほか、骨格予算ではご

ざいましたけれども、政策的な経費につきまし

て、早急な対応を要する経費や継続的な事業等

につきまして、県民生活に支障が生じないよう、

できる限り所要額を計上したことなどによりま

して増額となったところでございます。

続きまして、福祉保健部の課ごとの予算でご

ざいますが、福祉保健部・課別予算額のとおり

でございます。また、特別会計の母子寡婦福祉

資金につきましては、当初予算額３億8,078

万9,000円で、対前年度比24.6％の減となってお

ります。この結果、一般会計と特別会計を合わ

せました福祉保健部の予算の合計額は、919

億1,046万1,000円で、対前年度比1.6％の増と

なっております。

続きまして、26ページをお開きいただきたい

と思います。平成23年度の重点施策についてで

ございます。

まず、１の口蹄疫からの再生・復興でござい

ますけれども、事業としては掲げておりません

けれども、引き続き、各保健所及び精神保健福

祉センターの相談窓口におきまして、畜産農家

の心と身体のケアに取り組むこととしておりま

す。

次に、２の経済・雇用対策につきましては、

障がい者就業・生活支援センター事業など２事

業に取り組むことといたしております。

次に、３の長期的課題への対応につきまして

は、医師確保、僻地医療・救急医療の充実など、

地域医療の再生に係る事業といたしまして、自

治医科大学運営費負担金等から、○改 研修医受入

強化事業、ここまでの18事業、また、生涯にわ
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たる健康づくりに係る事業といたしまして、○改

安心してお産のできる体制推進事業以下４事業、

さらに、少子化対策・子育て支援に係る事業と

いたしまして、○改 子育て応援のみやざきづくり

事業以下４事業、合計28事業を今年度の県の重

点施策推進のための事業として位置づけ、積極

的に取り組むことといたしております。

右側、27ページをごらんいただきたいと思い

ます。福祉保健部の重点事業、平成23年度当初

予算についてであります。この27ページから38

ページにかけまして、平成23年度当初予算にお

ける福祉保健部の重点事業を所管課ごとに掲載

しております。黒丸で表示している新規・改善

事業でございますけれども、これが全部で17事

業でございまして、予算額といたしましては約17

億8,000万円となっております。

主な事業について御説明いたします。28ペー

ジをお開きいただきたいと思います。新規事業、

ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）支援事業でご

ざいますが、これは災害時の救急医療を行うた

めの専門的な訓練を受けた医療チーム、いわゆ

るＤＭＡＴが災害時に対応できる体制の整備等

を行うものでございます。

次に、右側の29ページでございますけれども、

研修医受入強化事業は、臨床研修医の確保を図

りますため、これまで県内で開催しておりまし

た臨床研修病院の説明会を、新たに県外でも開

催するものでございます。

次に、30ページをお開きいただきたいと思い

ます。新規事業、医師・看護師等育成・確保・

活用基金積立金でございますが、これは、医師

・看護師等医療に携わる人材の育成・確保、地

域における活用等によりまして、本県の地域医

療における課題の解決を図りますため、新たな

基金を造成するものでございます。

次に、33ページをお開きいただきたいと思い

ます。改善事業、精神障がい者地域移行推進事

業でございます。これは、関係機関が連携し、

精神障がい者の地域移行を推進するとともに、

多職種支援チームによりまして、未受診者や治

療中断者の相談・訪問支援など、地域生活維持

のための包括的な支援をモデル的に実施するも

のでございます。

次に、２枚めくっていただきまして36ページ

をお開きいただきたいと思います。新規事業、

地域に広げよう！「子育て支援の輪」事業でご

ざいます。これは、子育て支援活動を行ってい

るＮＰＯ法人等の民間団体のネットワーク化を

図りますとともに、民間団体等の活動を支援す

ることによりまして、地域の子育て支援体制の

充実を図るものでございます。

次に、右側、37ページでございます。新規事

業、児童虐待防止対策緊急強化事業でございま

す。これは、児童相談所や市町村における児童

の安全確認のための体制強化及び広報啓発、人

材養成等の取り組みを実施することによりまし

て、県全体の児童虐待対応の強化を図るもので

ございます。

なお、新規・改善事業につきましては、その

概要を、めくっていただきまして39ページから55

ページにかけまして事業ごとに掲載しておりま

すので、後ほどごらんをいただきたいと存じま

す。

以上、福祉保健部の業務概要等につきまして

御説明を申し上げましたが、福祉保健部は、地

域医療体制の充実、高齢者や障がい者・児童の

福祉の増進、健康づくりや食の安全・安心の確

保など、県民の生活に直結する重要な役割を担っ

ております。このため、今後とも、県民ニーズ

に的確に対応できますように、県民目線、これ
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を常に基本に置いて施策を推進しますとともに、

本庁、出先機関はもとよりでございますけれど

も、市町村や関係機関・団体等とのネットワー

ク、そのもとに、福祉保健部の特色であります

福祉・保健及び医療等の多様な職種、このマン

パワーを結集しながら、総合力で対応するよう

に努めてまいる所存でございます。委員の皆様

には、今後とも御指導、御鞭撻を賜りますよう

に重ねてお願いを申し上げまして、私のほうか

らの説明を終わらせていただきます。以上でご

ざいます。

○緒方医療薬務課長 それでは、報告事項とし

て、宮崎県地域医療再生計画の拡充分案につい

て御説明をいたしたいと思います。

委員会資料の57ページをお開きください。

本計画は、昨年度、国の補正予算で措置され

ました地域医療再生臨時特例交付金の拡充分の

配分を受けるために策定するものでございます。

まず、１の計画策定の前提となる国の交付条

件等でございますけれども、今回の計画は、高

度・専門医療機関等の整備拡充など、都道府県

単位の地域医療提供体制の解決に必要な事業に

ついて定めるものでございます。計画期間は、

平成23年度から25年度、国予算額は全国で2,100

億円となっており、基本的に１地域につき15億

円が交付されることとなっております。ただし、

施設・設備整備事業について２分の１程度の事

業者負担があれば加算額の申請が可能というふ

うになっております。

次に、２の本県における計画策定の考え方に

ついて御説明をいたします。

前計画と同様、地域医療の抱える課題の解決

を図るという趣旨に従いまして、医師会や大学、

市町村等関係機関から寄せられた提案も踏まえ

まして、計画を策定することといたしておりま

す。

①の15億円の基本額分につきましては、県の

医療計画に位置づけました４疾病６事業のうち、

本県の死亡原因の第１位と第２位のがん、急性

心筋梗塞に係る緊急性の高い事業、及び21年度

策定いたしました前計画を上回る整備の必要が

あります救急医療、新燃岳噴火や東日本大震災

等を踏まえまして、体制強化を図る必要のある

災害医療、県民ニーズの高まりが見込まれる在

宅医療・介護、さらに４疾病６事業に係ります

対策の基盤となる医療人材の育成・確保をテー

マに取り組むこととしております。

③の加算額につきましては、原則２分の１の

事業者負担によりまして、上記②のテーマのほ

か、重症心身障害児・者対策、難病対策をテー

マに取り組むことといたしております。

58ページをお開きください。３の計画案の事

業概要でございますけれども、まず、①のがん

対策につきましては、本県の死亡原因の第１位

となっているがん対策を推進するため、地域が

ん登録やがん検診体制の強化等を図ることとし

ております。

次に、急性心筋梗塞対策としては、死亡原因

の第２位となっている急性心筋梗塞に係る拠点

病院の充実強化等を図ることとしております。

③の救急医療対策につきましては、宮大の救

命救急センター化等についてさらなる充実・強

化を図るとともに、患者の転院促進やドクター

ヘリの県民への普及啓発等を行いたいと考えて

おります。

次に、④の災害医療でございますが、今般の

災害等を踏まえ、ＤＭＡＴの体制整備や災害拠

点病院の強化等に取り組むこととしております。

⑤の在宅医療対策でございますが、県民ニー

ズの高まりが見込まれる在宅医療の充実ととも
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に、在宅療養者の生活を支えるために関係機関

との連携強化を図ることとしております。

次に、59ページの⑥重症心身障害児・者対策

につきましては、医療、療育体制の充実強化を

図るため、入所、短期入所等を行う拠点的な施

設の機能強化等を図ることとしております。

⑦の難病対策につきましては、神経難病等、

重症難病患者の拠点病院における診療機能の強

化を図りたいと考えております。

⑧の医療人材の育成・確保につきましては、

４疾病６事業対策の基盤となります医師や医療

従事者の育成・確保のため、専門医や指導医の

資格取得、医療従事者の研修参加等の支援を行

うこととしております。

４の国への交付申請予定額でございますが、

現時点では約42億9,000万円程度を予定しており

ます。ただし、最終的には、医療審議会での審

議等を踏まえまして今後決定していくこととな

りますので、若干の変動があり得ることを御了

承いただければと思います。

５の今後のスケジュール（予定）でございま

すが、６月７日に県の医療審議会での審議を経

まして、６月中旬に国に計画を提出し、その後、

国の有識者会議での審査を経まして、８月下旬

までに国への交付申請を行うこととなっており

ます。

なお、参考までに、60ページ、次のページで

ございますけれども、前回の計画の概要を添付

いたしておりますので、後ほどごらんいただけ

ればと存じます。

説明は以上でございます。

○日高感染症対策室長 小林西高等学校におけ

る髄膜炎菌による集団感染について御説明いた

します。

別にお配りしております一枚紙、右上に健康

増進課感染症対策室と書かれたものをごらんく

ださい。

まず、１の入院患者の状況についてですが、

高校の男子寮関係者の中で、死亡者も含め、こ

れまでの入院患者数は６名、うち４名から髄膜

炎菌が確認されております。現在も１名の方が

入院されておりますが、近く退院予定と伺って

おります。また、感染症法に基づく髄膜炎菌性

髄膜炎の届け出数は、死亡者の１件を含め３件

となっております。この届け出の対象となりま

すのは、髄膜炎菌が検出され、かつ髄膜炎と診

断された場合となっております。

次に、２の集団内での感染確認の状況でござ

います。入院患者との濃厚接触者のうち、33名

の咽頭ぬぐい液について検査を行ったところ、

せき、鼻水などの症状のあった有症者14名中２

名から、また、無症状者19名中２名から髄膜炎

菌が検出されたところであります。したがいま

して、関係者における髄膜炎菌の感染者は、入

院患者と合わせますと８名となり、これまで国

内では集団感染の報告が確認されていないこと

から、まれな事例となっております。

３の県の対応状況についてであります。（１）

の濃厚接触者に対する対応につきましては、保

護者説明会を開催した上で、発症の抑制と菌の

除菌の目的で予防内服を指導するとともに、学

校に対しての綿密な健康観察の指導や、感染状

況を確認するために髄膜炎菌の検査を実施した

ところでございます。

（２）の一般生徒に対しましても、保護者説

明会において予防内服を説明し、あわせて学校

に対して健康観察を指導したところでございま

す。

（３）の情報提供及び周知につきましては、

県医師会に対して随時情報提供を行うとともに、
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県医師会を通じて県内の医療機関に対し、疑い

患者を診療した場合の情報提供について依頼し

ているところでございます。また、教育関係者

に対しましては、感染防止について周知徹底を

お願いしたところでございます。

（４）の疫学調査の実施につきましては、国

立感染症研究所に専門家の派遣を依頼し、感染

の経緯等について調査を進めております。

最後に、（５）の強化サーベイランスにつきま

しては、集団以外への感染を早期に探知するた

め、医療機関へ依頼し、監視体制を強化して現

在も対応しているところでございます。

説明は以上でございます。

○黒木委員長 執行部の説明が終わりましたが、

質疑はありませんか。

○井本委員 本当は今さっきの県病院局に聞け

ばよかったんだけど、要するに今の医師不足は、

臨床研修制度を改革して、それまで医局が全部

振り分けていたのを自由ということでやってし

まったことから、ひずみが大きく出ているわけ

です。これは、後で私も知ったら、アメリカの

年次改革要望書の、毎年日本に対する要望書が

出ていますけど、それにこたえる形でやったも

のなんですね。アメリカというのはけしからん

ところで自分たちのいいように。腹が立ってし

ようがないんだけれども、それでやったという

ことで、こういう規制というのは何らかの理由

があってやっているわけだから、その規制をも

とに戻すべきだというのが私の基本的な考え方

なんだけれども、もとには戻らんかもしれんけ

れども、国にはそういうものに対して何か動き

はありますか。

○緒方医療薬務課長 医師確保関係につきまし

ては、委員が言われるように、16年度の臨床研

修制度から地方が疲弊をしたということがござ

います。その結果、宮崎県でも地域偏在とかそ

ういうような状況が出てきております。その結

果、国に対しては、地域偏在とかそういうのを

解消するために、例えば開業するときの管理者

要件に僻地を勤務したことがあることとか、そ

ういうような制度の改革とかできないだろうか

ということで、国に対して制度の改正の要望等

について今行っているところでございます。

○井本委員 要望はわかっているんだけど、何

か動きはあるのかという話。ないの、全然、国

は。

○緒方医療薬務課長 国としての制度改正、臨

床研修制度の改正の動きというのは、現在のと

ころございません。それをやめるとかそういう

のはございません。国としては、大学の定員を

ふやして医師をふやしていかなくてはいけない

というような形で、定員増の政策をとったりと

か、そういうような形でそもそもの数をふやそ

うというような動きを今している状況でござい

ます。

○井本委員 国も、恐らく全国からこういう要

請が来ているわけだから、何らかのことをアク

ションを起こさにゃいかんと思うんです。マッ

チング制度とかそういうのをアメリカでやって

いてかなり効果を上げている。日本もそれを取

り入れたといううわさもあるけれども、実際の

ところ、宮崎県は医師不足というのは全く変わ

りませんから、これに対しては、弱い者に対し

て何らかの規制をするというのは、これはあっ

ていいことだと私は思う。もっともっと国に対

してそういうことを要望せにゃいかんのじゃな

いかと私は思っていますけど、何ら動きはない

ということですか。

○緒方医療薬務課長 臨床研修制度の撤廃とか

そういう見直しについては、今、国のほうでは
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動きはございません。そういう中で、県として

臨床研修医をいかに確保していくかということ

がやはり大きな課題だというふうに思っており

まして、これは県だけではできません。だから、

大学とか医師会一緒になって－今、医学生は90

人ぐらい出られるんですけれども、そのうちの60

人は県外に行かれています。30人が宮崎県内で

す。その60人の医学生に対しても、宮崎県で研

修してくださいというような取り組みをやって

いく必要があるだろうということで、臨床研修

病院がこういうプログラムで研修をやっている

んだということを県外でも強くＰＲしていきた

いというふうな形で、今回、新規事業をお願い

したところでございます。

○井本委員 今さっきも同じような話だったけ

ど、どこもやっているんだよね、どこの県も同

じようなことを。同じことをやっていれば、ど

うしたって競争するんだから、恐らくその程度

ぐらいしかないと思う、私は。何かもっと効果

的なことを打ち出さにゃいかんのじゃないのか。

私が民間の病院で先行した人の話を聞くと、やっ

ぱりそれなりのものを持っておるわけですよ、

ノウハウを。その辺をもうちょっと聞いて勉強

して取り入れていくことを考えていく。じゃ、

何がネックだと思いますか、医者が来ない大き

なネックは。

○緒方医療薬務課長 医学生とある程度キャリ

アを積まれたドクターのニーズは、若干違いま

す。若いドクターの場合には、やはり自分が勉

強できる、どういうような勉強ができるのかと

いうような向学心に燃えた形で、あるいはどう

いう症例を積めるのかというような形で、そう

いうのを求めて来られます。ある程度キャリア

を積まれた方は、自分の家族の問題とか、そう

いうような問題が今後は課題になってくるとい

う話になります。ニーズに若干の違いがありま

すので、それぞれに応じた対策、施策をやって

いく必要があるのだろうというふうに考えてい

るところでございます。

○清山委員 井本委員の質問に関連してですけ

れども、私の知る限りでは、厚生労働省は、全

体の研修医の定数を削減していって自由度を狭

めていって、もうちょっと地域に行くような計

画を立てて今進行しております。宮崎県として

も、ひたすら医学生や研修医に対する自由度を

大きくするよりも、公的医療を支える人材なの

で、もうちょっと国としてコントロールを加え

ていってほしいなと思いますし、県としても声

を上げていただきたいと思っております。

ちょっと要点だけ２点、井本委員の質問に関

連するんですけれども、県の病院局でも医師確

保の話が出たんですけれども、県病院局の医師

確保に関して、医療薬務課は何か連携した動き

は説明会以外であるのでしょうか。県内の公立

病院の医師確保に関して非常に尽力されている

と思うんですけれども、とにかく県としては県

立病院の医師確保も喫緊の課題であって、医療

薬務課として説明会以外に何か連携やら、向こ

うの医師確保事業に協力しているところはある

のか、もしくはこれからそうしたお考えはある

のか、お伺いしたいと思います。

○緒方医療薬務課長 今年度、医師確保関係で、

医師確保担当という形で組織もつくっていただ

きまして、それと市町村等と一緒になって協議

会をつくりまして、みやざき地域医療応援団と

いうホームページをつくっております。その中

で、県外の方々が50名以上登録をされています。

そういう方々が宮崎に帰ってきたいといったと

きに、どういうところで働きたいかというよう

な希望の中で、県病院に勤務したいとかそうい
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う希望を持たれる方もおりますので、そういう

ような情報を県病院にお伝えをしたり、こうい

う先生がおりますよ、どうでしょうかとか、そ

ういう形で連携を図っているというような状況

でございます。

○清山委員 今のお答えに対しては、意見なん

ですけれども、今までの取り組みは承知してい

るんですけれども、それ以上に、それを越えて、

何か今後、知恵、工夫を凝らして協力していけ

る部分があったら、ぜひ御検討いただきたいと

考えております。

２点目の質問は、ちょうど今タイムリーなの

で、災害医療に関してなんですけれども、私自

身、４～５日、宮城県を視察してまいったんで

すけれども、宮城県というのは、宮城県沖地震

や宮城地震等、今までの経験から、宮崎県より

も割と災害医療に関しては備えがあったんだな

という印象を持って帰ってまいりました。１つ

は、宮城県として、災害時の医療情報の連絡網

を結構前々から取り組んで構築されていたんで

すけれども、今回の再生医療計画の拡充分にも

－災害救急情報ネットワークですか－含ま

れているんですが、きのうちょっと調べたとこ

ろ、宮崎県としては、災害無線というものが病

院や医師会等にも置かれているんですけれども、

「災害医療活動マニュアル」という平成18年に

策定されたものを見たんですが、災害が起きた

ときに、県やら関係各所が情報をやりとりする

基本は、ファクシミリとするとか電話とか書い

ているんですが、これは非常に現実的ではない

と考えておりまして、宮城県では、あらかじめ

構築していたネットワークのＭＣＡ無線等、無

線連絡が非常に役に立ったということなんです

けれども、宮崎県としては、災害無線が関係各

所に設置されているんですけれども、設置病院

なんかを見ると、災害拠点病院のすべてに設置

されているわけではない。また、医薬品の備蓄

が県内３カ所ありますけれども、そうしたとこ

ろにも置かれていないような状況がございまし

て、私、災害時の災害医療のネットワークのそ

れぞれの拠点にも、この無線を置いた連絡網を

構築してあらかじめシミュレーションしておい

たほうがいいと考えておりまして、こうしたこ

ともぜひ今回の再生医療基金のもし拡充分に間

に合うんであったら、例えば無線の購入とかお

金のかかる部分でございましたら、御検討いた

だきたいと考えております。

もう一つは、同じ災害医療で、宮城県は、県

知事が委嘱する災害医療コーディネーターとい

う制度があったんですけれども、県内で６人指

定していて、発災後は、追加５人で11人の災害

医療コーディネーターが現在も確かに非常に現

地で活躍されておりまして、宮崎県においては、

この災害医療活動マニュアルにおいて、地区医

師会がコーディネートの役割を担うようなこと

が書いてあるんですけれども、被災地域の地区

医師会自身も被災するようなことを考えたり、

また、現場の状況が一番把握できるのはやはり

災害拠点病院のドクターであることから、そう

した医師自身がコーディネーターに－もう

ちょっと踏み込んで言うと、災害拠点病院の医

師がだれかコーディネーターの役割を担うよう

な県としてのシステムを検討していただきたい。

また、災害が起きたときのそうした防災訓練で

すね、災害拠点病院のネットワークの中での防

災訓練等も、もし可能だったら予算等に組み込

んだり検討いただいてもよろしいんじゃないか

なと思います。

○緒方医療薬務課長 今回の震災の状況におき

まして、本県で起こったときにどうなるのかと
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いうのも私たちは考えていないといけないとい

うことで、今、災害医療を担っている各拠点病

院等にアンケート調査等やって、連絡とかどう

いうような情報システムになっているのかと。

やっぱり電話とかいうのでは、東北の状況を見

ますと厳しい状況があったというのが現実でご

ざいますので、それをカバーするためにどうす

ればいいのかというのを今後考えていく必要が

あると思っています。無線とか衛星電話とかそ

ういうのを備えていく必要があるんじゃないか

とか、各災害医療拠点病院等の関係者とじっく

り話しながら、今後どういう体制を整えていけ

ばいいかというのに取り組んでいきたいと思っ

ております。

それともう一つ、今回の震災で問題になった

のは、指揮命令系統が複雑になり過ぎてしまっ

てなかなか現場に行けないというような状況が

あるということです。宮崎で起こっても同じよ

うな状況が起こる可能性があると思っています。

そういうことで、今言われた災害医療コーディ

ネーターという仕組みもあるやに聞いておりま

す。それとかＤＭＡＴの統括の隊長さんとか、

そういうような形で現場で指揮命令ができるよ

うな仕組み、そんなのができないのかとか、そ

こ辺も含めて、いろいろと今回の災害を教訓に

して本県の災害医療体制を見直していきたいと。

今回の拡充分の中でもそういう形で取り組んで

いきたいというふうに思っているところでござ

います。

○清山委員 ありがとうございます。何とぞよ

ろしくお願いします。

○十屋委員 ２点ほど、組織改編があったんで

すけれども、まず１つ目が、健康増進課の母子

・歯科保健担当というのが設けられたんですけ

ど、私ども議会のほうで歯科条例を出させてい

ただいたんですが、それに関してこれからどの

ように取り組まれるのか、大ざっぱでいいんで

すけれども、御説明いただきたいことと、もう

一つは、児童虐待が増加しているというのはずっ

と言われてきておりますが、その中で、相談支

援担当ですか、中央児童相談所が第一と第二と、

この内容を少しお知らせいただけますか。

○和田健康増進課長 最初の質問、健康増進課

からお答えしたいと思います。

前の生涯健康担当のところに母子、歯科、が

ん対策とかいろいろ含まれていたんですが、が

ん対策も非常に大変だということもございまし

て、母子・歯科保健担当を独立させていただい

てこのような体制にさせていただいております

ので、歯科関係については母子・歯科保健担当

が行うということになります。

それから、条例の関係の歯科保健の推進でご

ざいますが、まず最初に、歯科保健計画の策定

が必要となってきますので、これに取りかかり

たいというふうに思っております。ただ、その

ための基礎データをどのように収集するかとい

うのが一番大事になってきますが、その調査を

秋ごろに行う県民健康・栄養調査で実施する予

定としておりますので、そのデータをもとに現

状値を出して目標値を決めていきたいというふ

うに考えております。この６月ぐらいから県の

歯科医師会と調整させていただいて、どのよう

に計画を策定するかというふうな形を相談させ

ていただいた上で、私の希望としては、今年度

中にある程度の骨格をつくって、来年度の早い

時期にはデータを入れて決定したいとは思って

いるんですけれども、一応今のところそれぐら

いの、私の思いということで、少しずつはっき

りしたらまた御報告できればというふうに思っ

ております。最初の質問に関しては以上でござ
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います。

○古川こども家庭課長 先ほど児童相談所の相

談体制の強化という御質問でしたけど、相談指

導の内容は同じなんですけれども、ただ、中央

の場合、担当職員が９名ほどいるんですけど、

１人のリーダーが全体を管轄しているというこ

とになるもんですから、これを地区ごとに分け

るとか、２つに分けまして機動的に動けるよう

にしたということでございます。ということで、

リーダーを各相談所１人ずつふやしたという状

況でございます。

○十屋委員 今ありましたように、地域割りに

するのか内容で分けるのかというのは、それは

どういう形になるんですか。

○古川こども家庭課長 内容は同じことをやっ

ております。地域で分けたということでありま

す。

○太田委員 資料の59ページ、地域医療再生計

画であります。59ページの中ほどに国への交付

金申請予定額というのがあります。加算額約27

億ということでありますが、先ほど２分の１事

業者負担があればということで説明がありまし

たけど、ということは、総事業費としては56億

程度の事業費にこの加算額の分でなりますよと

いう理解でいいですか。

○緒方医療薬務課長 加算額につきましては、

これの２分の１ですので、倍あるというような

ことで考えていただいて結構だと思います。

○太田委員 関連して、資料の57ページ、１の

説明のところに、加算額が35億円超える場合は

病床削減が条件という条件がついていますね。

もう一つのところでは、病院の統合再編が条件

ということで、加算額を申請できるんだけれど

も、一方では病床削減というのが出ていると、

充実しようというのに片一方で削減というのは、

どういう意味を国のほうは持たせているのかな

と思って。どういうふうに理解しますか、これ

は。

○緒方医療薬務課長 医療関係者からお話を聞

くと、病院がいろいろあると、集中したほうが

より住民の方にとって質の高い医療ができると

いうようなお話を聞きます。ただ、地域住民に

してみれば、やはり地域にそれぞれ病院があっ

たほうがいいというようなことがありますけれ

ども、そういう中で、国も医療行政を行う中で、

ある程度の病院の統廃合というものは考えてい

かなくてはいけないのではないかということで、

統廃合再編とか病院削減とか、そのような条件

を入れてきているんだろうというふうに認識し

ております。

○太田委員 わかりましたが、ちょっと矛盾す

るかなという感じは持ちますよね。

もう一つ、最後に、25ページの福祉保健部の

予算についてでありますが、今回６月補正で肉

づけされると思いますので、当初予算の比較に

ついては云々できないと思いますけど、ちょっ

と気になるのは、こども家庭課の特別会計の母

子寡婦福祉資金が１億2,000万ほど前回より減額

されておるわけですが、あそこは恒常的な仕事

としてあるから、そんなに増減はないのかなと

思うんですが、これは理由は何でしょうか。

○古川こども家庭課長 母子寡婦福祉資金につ

きましては、予算の基本的な組み立て方といい

ますのが、過去３年の平均の貸付実績の２倍と

いうことを基本的に考えておりまして、今回減

額になりましたのは、その貸付実績が減少した

ことによります。なぜ減少したかということな

んですけれども、まず、中核市であります宮崎

市は独自に貸付制度をやっているところなんで

すけれども、宮崎市に佐土原町と田野町、高岡
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町、清武町が合併したことによりまして、県の

ほうの貸し付けが減少したと。もう一点が、貸

付制度の50％以上を占めるのが修学資金なんで

すけれども、この修学資金につきましても、授

業料の減免等がありまして、それで減少したん

じゃないかということでございます。

○黒木委員長 ほかに質疑はありませんか。

○徳重委員 健康増進課の感染症対策、今回の

小林西高等学校の髄膜炎ということで、本当に

珍しい病気というか、余りない例の中で死亡者

まで出ているということを考えますときに、こ

れの原因究明あるいは感染ルート、そういった

ものについて把握されている範囲内で教えてい

ただくとありがたいです。

○日高感染症対策室長 原因究明と申しますか、

どこから菌が来てどのように感染が拡大して

いったのかというようなこと、また、この菌に

よる感染症患者がこれで収束するのかというよ

うなことを含めて、国立感染症研究所の専門職

員３名、小林保健所に一緒に行っていただいて、

現在そういうことを含めて調査をしております。

ただし、現状で感じられますのは、健康保菌者、

いわゆる全く症状がなくても菌が出てきたとい

う生徒も見つかっておりますので、そういう人

がどこにいたかということになりますと、原因

究明というところで、だれからどこにというと

ころまで行くことはないだろうというふうに考

えておりますが、いつぐらいからこの患者が出

たのか、例えばこういう症状だったのはこうい

う患者ではなかったのかという推測の域では、

私ども調査を進めながら検討していきたいと考

えております。

○徳重委員 死亡まで行ったというこの原因と

いうのは、保菌してから発症するまでの期間と

いうそういった具体的なものは見えていないも

のでしょうか。期間がわかると大体動きがわか

るのかなと、こう思ったりしたものですから。

○日高感染症対策室長 この菌が、健康保菌者

として日本国民では0.4％ぐらいいるのではない

かという過去の情報がございます。この0.4％が

どのような形でふだんの健康者の中に紛れてい

るかというのは、これは全く事実はつかめませ

ん。それと、髄膜炎というのが、菌による髄膜

炎を細菌性髄膜炎、ウイルスによる髄膜炎を無

菌性髄膜炎と言っておりまして、たくさん死亡

者を出す病気として医療現場では扱われており

ます。ただし、この菌だけが届けを必要とする

髄膜炎ということになっておりますが、健康保

菌者としては少ないというふうに言われており

ます。実際こういう集団感染事例も報告があり

ませんので、今回の私どもの事例を詳しく研究

することで、今後、感染症法上の扱いにも影響

が出てくると考えております。

○徳重委員 こういう珍しい、また全国に余り

ないような事例ですが、人の動きによって発生

したと仮定をするならば、小林西高の生徒が例

えば北海道に行ったあるいは東北に行った、そ

ういった動きはなかったものか、ほとんど小林

だけでその動きがとまっているものか、人の動

きによって感染してそういう形になっていった

のか、そこ辺は調べていない、わかっていない

ものでしょうか。

○日高感染症対策室長 そういうことも含めま

して、例えば海外に行ったとか県外にというよ

うなことも今後アンケート等で調べてまいりま

すが、行ったからその人が菌を持って帰ったと

いうところは、絶対判明しないと思われます。

ですから、結果的に、原因、どなたが菌をお持

ちになったのかというところには至らないと考

えております。
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○清山委員 今の件に関連してですけれども、

髄膜炎菌0.4％の健常の保菌割合があるというこ

とで、口蹄疫等その他の全く存在しないものが

急に入ってきて発症するものとは全く別物かな

と考えるんです。つまり、原因究明というか、

どこから入ってきたかを突きとめて発症自体を

予防する対策というよりも、発症したらすぐに

それを報告すべき感染症として現場から保健所

に上げて、そして、そこからすぐに必要な隔離、

また予防内服等の指導を徹底して迅速にやると

いうことが必要だと思うので、そこを取り組ん

でいただきたいことと、あと、髄膜炎菌ワクチ

ンというものが日本では全く任意で、輸入なん

かでありますけれども、これは日本からアフリ

カ等流行地域に旅行に行くときに接種する人が

いると思うんですが、髄膜炎菌から一般化する

と、宮崎県内からそうしたさまざまな感染症の

流行地域に旅行する方々に対する予防接種の指

導・周知、そうしたことに関して、行政として

何か今後新しく取り組むというか、強化してい

くお考えはございますか。

○日高感染症対策室長 現在、国立感染症研究

所の専門３名の方に－そういうことも含めま

して、菌の扱い方、この病気の感染症法の中の

扱い等に関しまして、今後、情報次第で県とし

て国に意見をしていくことになると考えており

ます。ただし、今のところ、五類感染症という

位置づけでありますので、個人情報の提供も、

名前も出てこない、住所も出てこないという届

け出レベルにこの菌が位置づけされているとい

うところが一番問題なのかなというふうに考え

ております。

○黒木委員長 ほかに質疑はありませんか。

それでは、ないようですので、以上をもって

福祉保健部を終わります。執行部の皆様には御

苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時50分休憩

午前11時52分再開

○黒木委員長 委員会を再開いたします。

５月17日に行われました委員長会議の内容に

ついて御報告いたします。

委員長会議において、お手元に配付の委員長

会議確認事項のとおり、委員会運営に当たって

の留意事項等を確認いたしました。時間の都合

もありますので、主な事項についてのみ御説明

いたします。

まず、１ページをお開きください。（５）の閉

会中の常任委員会についてであります。定例会

と定例会の間に原則として１回以上開催し、継

続案件を審議する必要がある場合、あるいは緊

急に協議する事項が発生した場合には、適宜委

員会を開催するものであります。なお、原則と

して１回以上開催することにつきましては、報

告事項等がない場合には委員会を開催しないこ

ともあり得るという趣旨であります。

次に、２ページをお開きください。（７）の執

行部への資料要求につきましては、委員から要

求があった場合、委員長が委員会に諮った後、

委員長から要求していただくという内容です。

（８）の常任委員長報告の修正申し入れ及び署

名についてであります。本会議で報告する委員

長報告について、委員会でその内容を委員長一

任と決定した場合、各委員が修正等の申し入れ

を行う場合は委員長へ直接行うこと、報告の署

名は委員長のみが行うこととするものでありま

す。

次に、３ページをお開きください。（12）の調

査等についてであります。
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まず、アの県内調査について、１点目は、調

査中の陳情・要望等について、事情聴取の性格

を持つものであり、委員会審査に反映させれば

事足りるということで、後日回答する旨などの

約束はしないということであります。２点目は、

委員会による調査でありますので、個人行動は

できる限り避けるというものであります。３点

目は、県内調査ではありますが、特に必要があ

る場合には、日程及び予算の範囲内で隣県を調

査できるというものであります。

次に、イの県外調査についてであります。節

度ある調査を行うために、個人的な調査、休祝

日、定例会中、調査先の議会中及び災害時の発

着、さらには単独行動を避けることを確認する

ものであります。

次に、４ページの（13）夏期の軽装について

であります。記載のとおり、国に準じて期間を10

月31日までとしたところですが、先週の議会運

営委員会におきまして、期間中はノーネクタイ

・ノー上着を原則とするとの申し合わせがなさ

れたところであります。

その他の事項につきましても、目を通してい

ただきたいと思います。皆様には、確認事項に

基づき、委員会の運営が円滑に進むよう御協力

をお願いいたします。

確認事項について何か御意見はありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 次に、平成23年度の委員会活動

計画案についてです。このことについては、お

手元に配付の資料のとおりであります。活動計

画案にありますとおり、県内調査を７月上旬及

び８月上旬に実施する予定でありますが、日程

の都合もありますので、調査先についてあらか

じめ皆様から御意見を伺いたいと思います。

参考までに、平成23年度厚生常任委員会県内

調査候補地と過去の調査先一覧を配付いたして

おります。この資料を含めて、県内調査先等に

つきまして何か御意見、御要望等がありました

ら、お出しいただきたいと思います。また、県

外調査につきましても、何か御意見、御要望等

がありましたら、あわせてお出しいただきたい

と思います。

暫時休憩いたします。

午前11時56分休憩

午後０時３分再開

○黒木委員長 委員会を再開いたします。

ただいま御意見を出していただきましたが、

そういうのを参考にいたしまして、県内調査先

につきましては決めたいと思います。先ほど意

見がありましたが、これから言うよということ

もありましたので、できるだけ早くしていただ

きまして、正副委員長に御一任いただくという

ことで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 それでは、そのようにさせてい

ただきます。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 ほかに何もないようでしたら、

本日の委員会を終了したいと思いますが、よろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 それでは、以上をもって本日の

委員会を終わります。

午後０時４分閉会
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